
生駒市水道事業管理規程第７号  

 市長から事務委任された事務に関する事務専決規程を次のように公表する。  

  平成２４年３月３０日  

                         生駒市長 山下 真  

 

   市長から事務委任された事務に関する事務専決規程  

 （目的）  

第１条 この規程は、生駒市水道事業管理者に対する事務委任に関する規則（平

成２４年３月生駒市規則第１５号）の規定に基づく水道事業管理者（以下「管

理者」という｡ )の権限に属する事務の専決等に関し必要な事項を定め、事務処

理に対する責任の所在を明らかにするとともに、合理的かつ能率的な事務の処

理を図ることを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定める

ところによる。  

 (1) 決裁  管理者又は専決権限を有する者（以下「決裁責任者」という｡ )が、

その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。  

 (2) 専決  あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき管理者の名の

もとに常時管理者に代わって決裁することをいう。  

 (3) 代決  決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その

決裁責任者に代わって決裁することをいう。  

 (4) 不在  出張、病気その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあ

ることをいう。  

 (5) 部長  市長から事務委任された事務に関する事務分掌規程（平成２４年３

月生駒市水道事業管理規程第６号。以下「事務分掌規程」という｡ )第７条に



規定する部長をいう。  

 (6) 次長  事務分掌規程第８条に規定する次長をいう。  

 (7) 課長  事務分掌規程第９条に規定する課長をいう。  

 (8) 主幹  事務分掌規程第１０条に規定する主幹をいう。  

 (9) 課長補佐 事務分掌規程第１１条に規定する課長補佐をいう。  

 (10) 施設長 竜田川浄化センター所長をいう。  

 （決裁順序）  

第３条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長（主査を置

く課にあっては主査）から順次所属の上司の決定を経て、管理者の決裁を受け

なければならない。  

 （代決）  

第４条 管理者不在のときは部長が、管理者及び部長ともに不在のときは所管次

長がその事務を代決する。  

２ 部長不在のときは所管次長が、部長及び所管次長ともに不在のときは所管課

長がその事務を代決する。  

３ 次長が不在のときは所管課長がその事務を代決する。  

４ 課長不在のときは所管主幹が、課長及び所管主幹ともに不在のときは所管課

長補佐がその事務を代決する。  

５ 主幹不在のときは所管課長補佐がその事務を代決する。  

６ 課長補佐不在のときは所管係長がその事務を代決する。  

７ 前各項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの

又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、

代決してはならない。  

８ 第１項から第６項までの規定により代決した者は、施行後速やかに決裁責任

者の後閲を受けなければならない。  



（合議）  

第５条 第３条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場

合を除くほか、合議に関することについては、生駒市事務専決規程（平成２４

年３月生駒市訓令甲第２号）の例による。  

 （除外規定）  

第６条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、す

べて管理者の決裁を受けなければならない。  

(1) 市議会に提出する議案の資料に関すること。  

(2) 重要かつ異例に属すること。  

(3) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。  

(4) 例規又は先例となること。  

(5) 特に管理者の決裁を受けることが適当と認められること。  

（上下水道部長の専決事項）  

第７条 上下水道部長が専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) 附属機関の委員その他構成員の出張命令に関すること。  

(2) 臨時職員の採用に関すること。  

(3) 予算に定めのある国庫補助及び県補助の申請に係る資料の作成に関する

こと。  

(4) 欠損処分に関すること。  

(5) 公共下水道及び都市下水路の占用の許可に関すること（第９条第３号に係

るものを除く｡ )。  

(6) 別表に掲げる事項のうち、部長の専決区分に関すること。  

（共通専決事項）  

第８条 次長、課長、主幹、課長補佐及び施設長が専決できる共通の事項は、別

表のとおりとする。  



（下水道管理課長の専決事項）  

第９条 下水道管理課長が専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) 下水道施設の維持管理に関すること（次条第１号に係るものを除く｡ )。  

(2) 私設下水道の出願許可に関すること。  

(3) 公共下水道及び都市下水路の占用の継続及び軽易な変更の許可並びに廃

止届の受理に関すること。  

（竜田川浄化センター所長の専決事項）  

第１０条 竜田川浄化センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) 浄化センターその他処理施設の維持管理に関すること。  

（下水道推進課長の専決事項）  

第１１条 下水道推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。  

(1) 下水道工事の調査、設計及び監督に関すること。  

(2) 現場監督員の選任に関すること。  

（専決の特例）  

第１２条 主幹及び課長補佐は、課長が不在で急を要する場合に限って、別表の

１の表第２項及び第３項イに掲げる事項について専決することができる。  

（戻入、戻出及び振替の場合における準用）  

第１３条 この規程中、調定及び支出負担行為並びに支出命令に関する規定は、

歳出の戻入及び歳入の戻出並びに歳入歳出の更正及び振替について準用する。  

   附  則  

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。  



別表（第７条、第８条、第１２条関係） 

１ 人事に関する事項 

専決区分 
事項 

部長 次長 課長 主幹 課長補佐 施設長 

ア 宿泊を

伴う出張 

所属職員      (1)  出

張命令 

イ ア以外

の出張 

部 長 、 次

長、次長の

所管に属さ

ない課長 

所管に属す

る課長 

主幹 課長補佐、

施設長、指

導主事 

所属職員 所属職員 

(2) 休暇届及び欠勤届 次長、次長

の所管に属

さない課長 

所管に属す

る課長 

所属職員   所属職員 

ア その勤

務が午後

１０時か

ら翌日午

前５時ま

での間 

 

○ 

    (3)  時

間外勤

務命令 

イ ア以外

の間 

  所属職員   所属職員 

 



２ 事務の処理に関する事項 

専決区分 
事項 

部長 次長 課長 主幹 課長補佐 施設長 

(1) 許可、認可及び

命令 

重要なもの 定例又は軽

易なもの 

定例かつ軽

易なもの 

   

(2) 証明 比較的重要

なもの 

 定例又は軽

易なもの 

   

(3) 申請、副申、届

出、調査、報告、照

会、回答及び通知 

重要なもの  定例又は軽

易なもの 

   

(4) 行政文書の開示 

等 

重要なもの  定例又は軽

易なもの 

   

(5) 個人情報の開示

等その他個人情報の

保護に係る事項 

重要なもの  定例又は軽

易なもの 

   

(6) 課相互の総合調

整及び運営 

 
○ 

    

(7) 公簿及び図書の

閲覧 

  
○ 

   

(8) 広報活動 重要なもの  軽易なもの    

(9) 主管事務につい

ての当事者の呼出し 

  
○ 

   

(10) 各種台帳の作成

及び整備 

  
○ 

   

(11) 主管事務に関す

る統計、資料等の収

集 

  

○ 

   

(12) 主管団体の指導   ○    

(13) 前各号以外の事

務の処理 

比較的重要

なもの 

 定例又は軽

易なもの 

   

 



３ 財産に関する事項 

専決区分 
事項 

部長 次長 課長 主幹 課長補佐 施設長 

(1) 財産（物品を除

く。）の交換及び処

分 

200 万円未

満 

100 万円未

満 

50万円未満    

(2) 備品の処分 1,000 万円

未満 

500 万円未

満 

200 万円未

満 

   

(3)  備品の管理換 

え 

  
○ 

   

 

４ 収入に関する事項 

専決区分 
事項 

部長 次長 課長 主幹 課長補佐 施設長 

(1) 歳入の調定 1，000 万円

以上 

1,000 万円

未満 

500 万円未

満 

300 万円未

満 

10万円未満 100 万円未

満 

(2) 市税、使用料、

手数料その他の諸収

入の減免 

当該減免の

額が 100 万

円未満のも

の又は減免

の基準が明

確なもの 

当該減免の

額が 75 万

円未満のも

の で 、 か

つ、減免の

基準が明確

なもの 

当該減免の

額が 50 万

円未満のも

の で 、 か

つ、減免の

基準が明確

なもの 

   

(3) 滞納処分 ○ 定例又は軽

易なもの 
 

   

(4) 歳入歳出外現金

の受入通知 

  
○ 

  
○ 

 



５ 支出に関する事項 

専決区分 
事項 

部長 次長 課長 主幹 課長補佐 施設長 

(1) 工事の施行、修

繕、業務委託、物品

の購入及び印刷製本

等の起工 

1,000 万円

未満 

500 万円未

満 

200 万円未

満 

150 万円未

満 

 100 万円未

満 

(2) 報酬、給料、職

員手当等、共済費、

災害補償費、恩給及

び退職年金、賃金、

需用費（燃料費、光

熱水費及び賄材料費

に限る。）、役務費

（通信運搬費、火災

保険料、自動車保険

料及び保険料に限

る。）、負担金補助

及び交付金（保険給

付費等扶助費的なも

のに限る。）、扶助

費並びに償還金利及

び割引料（市税償還

金及び公債費に限

る。）に係る支出負

担行為 

  

○ 

150 万円未

満 

5万円未満 100 万円未

満 

(3) 競争入札の方法

により締結する契約

に係る支出負担行為 

5,000 万円

未満 

2,000 万円

未満 

1,000 万円

未満 

150 万円未

満 

 100 万円未

満 

(4) 前２号以外の支

出負担行為 

1,000 万円

未満 

500 万円未

満 

200 万円未

満 

150 万円未

満 

5万円未満 100 万円未

満 

(5) 支出命令及び用

品調達基金への振替

命令並びに歳入歳出

外現金の払出命令 

  

○ 

150 万円未

満 

5万円未満 

○ 

備考 

１ 次長の専決に係るもので、次長が置かれていない場合にあっては、部長が専決するものとする。 

２ 主幹の専決に係るもので、主幹が置かれていない場合にあっては、課長が専決するものとする。 

３ 課長補佐の専決に係るもので、課長補佐が置かれていない場合にあっては主幹が、課長補佐及び主幹ともに

置かれていない場合にあっては、課長が専決するものとする。 

４ 課長補佐の専決に係るもので、課に複数の課長補佐が置かれているときは、課長があらかじめ指定する課長

補佐が専決するものとする。 




